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 資料編１  第２次⼭梨県環境基本計画 策定の経緯 
 

 

平成25（2013）年  
  

○4月24日 第1回環境基本計画改定庁内検討会議の開催 

・「山梨県環境基本計画改定の概要等について」 

 

○5月9日 第1回環境基本計画改定庁内検討会議 

ワーキンググループ会議の開催 

・「山梨県環境基本計画改定の概要等について」 

 

○5月22日～6月5日 県政モニターアンケート調査の実施 

・「山梨県の環境に関するアンケート調査」 

 

○7月31日 第36回山梨県環境保全審議会における意見聴取 

・「第2次山梨県環境基本計画（仮称）の策定について」 

 

○11月12日 第37回山梨県環境保全審議会における意見聴取 

・「第2次山梨県環境基本計画（仮称）の骨子（案）について」 

 

○12月18日～ 

平成26（2014）年1月16日 

県民意見提出制度に基づく県民意見の募集 

 

 

 

平成26（2014）年  
  

○2月5日 第37回山梨県環境保全審議会における意見聴取 

・「第2次山梨県環境基本計画（案）について」 

 

○3月25日 さわやか・やまなし環境創造本部 

・「第2次山梨県環境基本計画の策定について(協議)」 
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 資料編２  ⼭梨県環境保全審議会 委員名簿 
 

平成26（2014）年3月現在 

職 氏 名 所 属 等  
会 長 風間 ふたば 山梨大学教授 

副会長 湯本 光子 山梨県淡水生物調査会 会長 

委 員 青木 進 山梨県猛禽類研究会 会長 

委 員 芦澤 公子 NPO法人みどりの学校 理事長 

委 員 石井 迪男 (株）サン・グローバル総合研究所 顧問 

委 員 石川 恵 弁護士 

委 員 牛奥 久代 山梨県女性団体協議会 会長 

委 員 漆原 正二 山梨県農業協同組合中央会 専務理事 

委 員 大久保 栄治 山梨学院短期大学特任教授 
委 員 片谷 教孝 桜美林大学教授 

委 員 喜多川 進 山梨大学講師 

委 員 佐々木 宏明 山梨県商工会議所連合会（甲府商工会議所環境問題委員長） 
委 員 塩沢 久仙 南アルプス芦安山岳館 館長 

委 員 島崎 洋一 山梨大学准教授 

委 員 相馬 保政 山梨県恩賜林保護組合連合会 理事長 

委 員 角田 謙朗 山梨大学非常勤講師 

委 員 土橋 金六 山梨県森林組合連合会 代表理事会長 

委 員 永井 寛子 NPO法人スペースふう 理事長 

委 員 中澤 晴親 日本労働組合総連合会山梨県連合会 会長 

委 員 原田 重子 山梨県商工会連合会 女性部連合会長 

委 員 平山 公明 山梨大学教授 

委 員 深沢 登志夫 山梨県猟友会 会長 
委 員 舩木 直美 山梨県町村会 副会長（小菅村長） 

委 員 古屋 寿隆 山梨県山岳連盟 会長 

委 員 望月 清賢 山梨県市長会 理事（山梨市長） 

委 員 山縣 然太朗 山梨大学教授 
委 員 山野井 英俊 公募委員 
委 員 山本 紘治 山梨県希少野生動植物種指定等検討委員会 ほ乳類部会長 

委 員 横内 幸枝 やまなし野鳥の会 理事 

委 員 渡邊 富孝 公募委員 
（会長･副会長除く50音順，敬称略） 
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 資料編３  第２次⼭梨県環境基本計画 環境指標一覧 
 

環境の保全 と創造の ため の施策の展開 

１ 環境負荷の少ない循環型の地域社会づくり 
No. 指標の項目 基準値 目標値 備考 

1 一般廃棄物総排出量 
310千t 
（H25） 

277千t 
（H32） 

第3次山梨県廃棄物総合計画（H28～32）にお
いて設定 

2 
1人1日当たりに家庭から 
排出するごみの量 

589g/日 
（H25） 

550g/日 
（H32） 

第3次山梨県廃棄物総合計画（H28～32）にお
いて設定 

3 一般廃棄物再生利用率 
16.6％ 
（H25） 

23％ 
（H32） 

第3次山梨県廃棄物総合計画（H28～32）にお
いて設定 

4 産業廃棄物総排出量 
1,824千t 
(H25) 

1,842千t 
(H32) 

第3次山梨県廃棄物総合計画（H28～32）にお
いて設定 

5 産業廃棄物再生利用率 
55％ 
（H25) 

56％ 
（H32) 

第3次山梨県廃棄物総合計画（H28～32）にお
いて設定 

6 産業廃棄物最終処分量 
154千t 
（H25） 

153千t 
（H32） 

第3次山梨県廃棄物総合計画（H28～32）にお
いて設定 

２ 安全・安心で快適な生活環境づくり 
No. 指標の項目 基準値 目標値 備考 

1 
大気汚染に係る環境基準
達成率（二酸化硫黄） 

3/3 
(H24) 

3/3 
(H30) 

環境基本法に基づく環境基準の達成率 
(環境基準達成局数/有効測定局数） 

2 
大気汚染に係る環境基準
達成率（一酸化炭素） 

2/2 
(H24) 

2/2 
(H30) 

環境基本法に基づく環境基準の達成率 
(環境基準達成局数/有効測定局数） 

3 
大気汚染に係る環境基準
達成率（浮遊粒子状物質） 

12/12 
(H24) 

12/12 
(H30) 

環境基本法に基づく環境基準の達成率 
(環境基準達成局数/有効測定局数） 

4 
大気汚染に係る環境基準
達成率（二酸化窒素） 

11/11 
(H24) 

11/11 
(H30) 

環境基本法に基づく環境基準の達成率 
(環境基準達成局数/有効測定局数） 

5 
大気汚染に係る環境基準
達成率（光化学オキシダント） 

0/11 
(H24) 

達成率の向上 

を図ります。 

環境基本法に基づく環境基準の達成率 
(環境基準達成局数/有効測定局数） 

6 
大気汚染に係る環境基準
達成率（微小粒子状物質） 

5/5 
(H24) 

6/6 
(H30) 

環境基本法に基づく環境基準の達成率 
(環境基準達成局数/有効測定局数） 

7 エコドライブ宣言車両率 
20.1％ 
(H24) 

22％ 
(H30) 

県内の自動車保有台数に占めるエコドライブ宣
言車両の割合 

8 
水質汚濁に係る環境基準
達成率（河川）（BOD） 

22地点中21地点 
（H24) 

22地点中22地点 
（H30) 

環境基本法に基づく環境基準の達成率 

9 
水質汚濁に係る環境基準
達成率（湖沼）（COD) 

5地点中5地点 
（H24） 

5地点中5地点 
（H30） 

環境基本法に基づく環境基準の達成率 

10生活排水クリーン処理率 
80.7％ 
（H27） 

87.3％ 
（H35) 

山梨県生活排水処理施設整備構想2017
（H28～37）において設定 

11
ダイオキシン類の環境基準 
達成地点数（大気、公共用 
水域、地下水質及び土壌） 

すべての調査地点で

達成(H24) 

すべての調査地点で

達成(H30) 

環境基本法に基づく環境基準の達成率 

12
自動車騒音に係る環境基
準達成率 

環境基準達成率 

（全国平均） 

全国平均を上回る 

達成率を維持します。 

環境基本法に基づく環境基準の達成率 

13
国・県指定文化財の 
新規指定件数 

- 
25件 
（H30） 

新やまなしの教育振興プラン（H26～30）におい
て設定 

14「緑の教室」受講者数 
980人 
(H24) 

1,380人 
（H35） 

山梨県緑化計画（H26～35）において設定 
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３ 生物多様性に富んだ自然共生社会づくり 
No. 指標の項目 基準値 目標値 備考 

1 
自然環境保全地区面積 
(自然造成地区は除く。） 

3,650ha 
(H24) 

3,650ha 
(H30) 

山梨県自然環境保全条例に基づく指定面積 

2 鳥獣保護区等指定面積 
74,795.9ha 
（H24） 

74,795.9ha 
（H28） 

第11次鳥獣保護管理事業計画（H24～28）に
おいて設定 

3 自然公園等利用者数 
4,179万人 
(H24) 

4,400万人 
(H30) 

県内の国立公園、国定公園、県立自然公園の
利用者数 

4 県内の山小屋トイレの整備率 
87.0％ 
(H25) 

91.0％ 
(H30) 

県内の山小屋のトイレの内、環境配慮型に整備
されたものの割合 

5 ニホンジカの推定生息数 
69,917頭 
(H24) 

33,000頭 
(H35) 

第2期山梨県第二種特定鳥獣（ニホンジカ）保
護管理計画において設定 

6 
獣害防止柵の整備による被害
防止面積 

3,531ha 
(H26) 

4,500ha 
(H31) 

新・やまなし農業大綱（H27～31）において設定 

7 

身近な自然環境や動植物の生
息・生育・繁殖環境に配慮した
河川整備計画における河川整
備率 

50.6％ 
（H26） 

58.7％ 
(H31) 

山梨県社会資本整備重点計画-第3次-（H27
～31）において設定 

8 森林整備の実施面積 
4,685ha 
(H26) 

6,000ha/年(H31) 
(H27～31の年平均) 

山梨県社会資本整備重点計画-第3次-（H27
～31）において設定 

４ 地球環境の保全に貢献する地域社会づくり 
No. 指標の項目 基準値 目標値 備考 

1 温室効果ガス総排出量 
7,058千t-CO2 
(H25) 

基準年度(H25)比 

△18％削減(H32) 

山梨県地球温暖化対策実行計画（H29～32（短期

目標）、42（中期目標）、2050年（長期目標））におい

て設定（森林整備による吸収を考慮） 

2 
森林吸収源対策による 
森林の二酸化炭素吸収量 

971千t-CO2 
(H25) 

808千t-CO2 
(H32) 

山梨県地球温暖化対策実行計画（H29～32
（短期目標）、42（中期目標）、2050年（長期目
標））において設定 

3 木質バイオマス利用施設数 
23施設 
(H26) 

28施設 
(H32) 

やまなし森林・林業振興ビジョン（H27～36）に
おいて設定 

4 
クリーンエネルギー導入出力 
（住宅用太陽光発電）（10kw
未満） 

8.9万kW 
(H26) 

14万kW 
(H32) 

やまなしエネルギービジョンにおいて設定 

5 
クリーンエネルギー導入出力 
（小水力発電） 

1.0万kW 
(H26) 

1.2万kW 
(H32) 

やまなしエネルギービジョンにおいて設定 

6 
エコドライブ宣言車両率 
(再掲) 

20.1％ 
(H24) 

22％ 
(H30) 

県内の自動車保有台数に占めるエコドライブ宣
言車両の割合 

５ 持続可能な社会の構築に向けた地域づくり・人づくり 
No. 指標の項目 基準値 目標値 備考 

1 
森林環境教育の実施教育
機関数の割合 

62％/年 
(H24) 

70％/年 
(H35) 

山梨県緑化計画（H26～35）において設定 

2 富士山科学カレッジ修了者数 
29人/年 
(H24) 

32人/年 
(H30) 

富士山科学研究所で開催する富士山科学カレ
ッジの年間修了者数 

3 
環境学習指導者派遣事業
参加者数 

3,133人/年 
(H15～24平均） 

3,100人/年 
(H30) 

やまなしエコティーチャーを派遣した研修会等
の年間参加人数 

4 環境美化活動参加者数 
546,285人/年 
(H15～24平均） 

540,000人/年 
(H30) 

やまなしクリーンキャンペーン年間参加者数 

5 
土木施設環境ボランティア
数 

71団体 
(H20) 

86団体 
(H26) 

山梨県社会資本整備重点計画-第2次-（H20
～26）において設定 

6 森林ボランティア団体数 
73団体 
（H22） 

100団体 
（H33） 

やまなし森林・林業再生ビジョン（H24～33）に
おいて設定 

7 
企業・団体の森づくり活動 
箇所数 

59箇所/年 
（H24） 

90箇所/年 
（H35） 

山梨県緑化計画（H26～35）において設定 

8 「緑の教室」受講者数(再掲) 
980人 
(H24) 

1,380人 
(H35) 

山梨県緑化計画（H26～35）において設定 
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６ 環境の保全と創造のための基盤づくり 
No. 指標の項目 基準値 目標値 備考 

1 環境情報センター利用者数 
6,661人/年 
(H24) 

12,000人/年 
(H30) 

富士山科学研究所内の環境情報センターの年
間利用者数 

2 やまなしの環境アクセス数 
9,146件/年 
(H24) 

12,000件/年 
(H30) 

県HP掲載の本県の環境情報をまとめた「やまな
しの環境」への年間アクセス数 

3 
環境に関するフォーラム、 
国際シンポジウム参加者数 

262人/年 
(H24) 

300人/年 
(H30) 

富士山科学研究所におけるシンポジウム等の
年間参加者数 

 

 

重 点 的 に 取 り 組 む 施 策 

重点１ 富士山及び周辺地域の良好な環境の保全 
No. 指標の項目 基準値 目標値 備考 

1 
富士山環境保全活動 
参加者数 

34,988人/年 
(H27) 

50,000人/年 
(H32) 

富士山を守る指標（山梨県・静岡県共同で策
定。H12～32）において設定（山梨・静岡県の
合算数値） 

2 富士山環境教育参加者数 
27,855人/年 
(H27) 

28,000人/年 
(H32) 

富士山を守る指標（山梨県・静岡県共同で策
定。H12～32）において設定（山梨・静岡県の
合算数値） 

3 富士山チップ制トイレ協力度 
29％ 
(H27) 

100％ 
(H32) 

富士山を守る指標（山梨県・静岡県共同で策
定。H12～32）において設定（山梨・静岡県の
合算数値） 

4 
水質汚濁に係る環境基準 
達成率（湖沼）（COD) (再掲) 

5地点中5地点 
（H24） 

5地点中5地点 
（H30） 

環境基本法に基づく環境基準の達成率 

5 
富士山科学カレッジ修了者数
(再掲) 

29人/年 
(H24) 

32人/年 
(H30) 

富士山科学研究所で開催する富士山科学カレ
ッジの年間修了者数 

6 
電線類の地中化延長 
（富士北麓地域） 

17.3km(H26) 30.8km(H31) 
山梨県社会資本整備重点計画-第3次-（H27
～31）において設定 

重点２ 健全な森林・豊かな緑の保全 
No. 指標の項目 基準値 目標値 備考 

1 荒廃した民有林の整備面積 
3,888ha 
(H24～28) 

3,850ha 
(H29～33) 

森林環境税保全基金事業第2期計画 

2 森林整備の実施面積(再掲) 
4,685ha 
(H26) 

6,000ha/年(H31) 
(H27～31の年平均) 

山梨県社会資本整備重点計画-第3次-（H27
～31）において設定 

3 
森林環境教育の実施教育
機関数の割合(再掲) 

62％/年 
(H24) 

70％/年 
(H35) 

山梨県緑化計画（H26～35）において設定 

重点３ 持続可能な水循環社会づくり 
No. 指標の項目 基準値 目標値 備考 

1 森林整備の実施面積(再掲) 
4,685ha 
(H26) 

6,000ha/年(H31) 
(H27～31の年平均) 

山梨県社会資本整備重点計画-第3次-（H27
～31）において設定 

2 
水質汚濁に係る環境基準 
達成率（河川）（BOD）（再掲） 

22地点中21地点 
（H24) 

22地点中22地点 
（H30) 

環境基本法に基づく環境基準の達成率 

3 
水質汚濁に係る環境基準 
達成率（湖沼）（COD)（再掲） 

5地点中5地点 
（H24） 

5地点中5地点 
（H30） 

環境基本法に基づく環境基準の達成率 

4 
生活排水クリーン処理率 
（再掲） 

80.7％ 
（H27） 

87.3％ 
（H35) 

山梨県生活排水処理施設整備構想2017
（H28～37）において設定 

5 

身近な自然環境や動植物の生
息・生育・繁殖環境に配慮した
河川整備計画における河川整
備率（再掲） 

50.6％ 
（H26） 

58.7％ 
(H31) 

山梨県社会資本整備重点計画-第3次-（H27
～31）において設定 
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重点４ 環境にやさしく自然と調和した美しい県土づくり 
No. 指標の項目 基準値 目標値 備考 

1 
電線類の地中化延長 
（富士北麓地域）(再掲) 

17.3km 
(H26) 

30.8km 
(H31) 

山梨県社会資本整備重点計画-第3次（H27
～31）において設定 

2 
国・県指定文化財の 
新規指定件数(再掲) 

- 
25件 
（H30） 

新やまなしの教育振興プラン（H26～30）におい
て設定 

3 「緑の教室」受講者数(再掲) 
980人 
(H24) 

1,380人 
（H35） 

山梨県緑化計画（H26～35）において設定 

4 エコファーマー認定者数 
7,414人 
(H22) 

7,800人 
(H26) 

やまなし農業ルネサンス大綱（H23～26）にお
いて設定 

5 有機農業に取り組む面積 
115ha 
(H26) 

200ha 
（H31） 

新・やまなし農業大綱（H27～31）において設定 

6 
多面的機能支払交付金に
よる取り組み面積 

6,814ha 
(H26) 

8,000ha 
(H31) 

新・やまなし農業大綱（H27～31）において設定 

重点５ 廃棄物等の発生抑制等の推進 
No. 指標の項目 基準値 目標値 備考 

1 
一般廃棄物総排出量 
(再掲) 

310千t 
（H25） 

277千t 
（H32） 

第3次山梨県廃棄物総合計画（H28～32）にお
いて設定 

2 
1人1日当たりに家庭から 
排出するごみの量(再掲) 

589g/日 
（H25） 

550g/日 
（H32） 

第3次山梨県廃棄物総合計画（H28～32）にお
いて設定 

3 
一般廃棄物再生利用率 
(再掲) 

16.6％ 
（H25） 

23％ 
（H32） 

第3次山梨県廃棄物総合計画（H28～32）にお
いて設定 

4 
産業廃棄物総排出量 
(再掲) 

1,824千t 
(H25) 

1,842千t 
(H32) 

第3次山梨県廃棄物総合計画（H28～32）にお
いて設定 

5 
産業廃棄物再生利用率 
(再掲) 

55％ 
（H25) 

56％ 
（H32) 

第3次山梨県廃棄物総合計画（H28～32）にお
いて設定 

6 
産業廃棄物最終処分量 
(再掲) 

154千t 
（H25） 

153千t 
（H32） 

第3次山梨県廃棄物総合計画（H28～32）にお
いて設定 

重点６ 野生鳥獣の保護管理・鳥獣害防止対策の推進 
No. 指標の項目 基準値 目標値 備考 

1 
ニホンジカの推定生息数 
(再掲) 

69,917頭 
(H24) 

33,000頭 
(H35) 

第2期山梨県第二種特定鳥獣（ニホンジカ）保
護管理計画において設定 

2 
獣害防止柵の整備による
被害防止面積 

3,531ha 
(H26) 

4,500ha 
(H31) 

新・やまなし農業大綱（H27～31）において設定 

重点７ エネルギーの地産地消による地球温暖化対策の推進 
No. 指標の項目 基準値 目標値 備考 

1 
木質バイオマス利用施設数
(再掲) 

23施設 
(H26) 

28施設 
(H32) 

やまなし森林・林業振興ビジョン（H27～36）に
おいて設定 

2 
クリーンエネルギー導入出力 
（住宅用太陽光発電）（10kw
未満）(再掲) 

8.9万kW 
(H26) 

14万kW 
(H32) 

やまなしエネルギービジョンにおいて設定 

3 
クリーンエネルギー導入出力 
（小水力発電）(再掲) 

1.0万kW 
(H26) 

1.2万kW 
(H32) 

やまなしエネルギービジョンにおいて設定 
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 資料編４  ⼭梨県環境基本計画 環境指標の達成状況（平成２４年度末時点） 
 

基準値 目標値

→ → → ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

328千t
(H20)

293千t
(H27)

349千t
(H16)

347千t
(H17)

349千t
(H18)

339千t
(H19)

328千t
(H20)

320千t
(H21)

316千t
(H22)

316千t
(H23)

→ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

984g/日
(H20)

897g/日
(H27)

1,031g/日
(H16)

1,017g/日
(H17)

1,036g/日
(H18)

1,010g/日
(H19)

984g/日
(H20)

965g/日
(H21)

955g/日
(H22)

961g/日
(H23)

→ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓

18.5%
(H20)

25%
(H27)

17.2%
(H16)

18.5%
(H17)

18.7%
(H18)

18.4%
(H19)

18.5%
(H20)

18.3%
(H21)

18.7%
(H22)

17.5%
(H23)

● ● ● ● ● ● ● ↓

1,841千t
(H20)

1,764千t
(H27)

1,921千t
(H16)

1,913千t
(H17)

1,895千t
(H18)

1,891千t
(H19)

1,841千t
(H20)

1,762千t
(H21)

1,801千t
(H22)

1,859千t
(H23)

● ● ● ● ● ● ● ↑

920千t
(H20)

882千t
(H27)

936千t
(H16)

948千t
(H17)

932千t
(H18)

942千t
(H19)

927千t
(H20)

881千t
(H21)

888千t
(H22)

899千t
(H23)

↑ ↑ ↑ ↑ ● ● ↑ ↓

144千t
(H20)

105千t
(H27)

226千t
(H16)

219千t
(H17)

190千t
(H18)

190千t
(H19)

144千t
(H20)

131千t
(H21)

171千t
(H22)

214千t
(H23)

● ● ● ● ● ● ● ●

3,650ha
(H15)

3,650ha
(H25)

3,650ha
(H17)

3,650ha
(H18)

3,650ha
(H19)

3,650ha
(H20)

3,650ha
(H21)

3,650ha
(H22)

3,650ha
(H23)

3,650ha
(H24)

● ● ↑ ● ● ● ● ●

77,227ha
(H15)

74,795.9ha
(H28)

77,746ha
(H17)

77,662ha
(H18)

74,668ha
(H19)

74,796ha
(H20)

74,796ha
(H21)

74,796ha
(H22)

74,795.9ha
(H23)

74,795.9ha
(H24)

↓ ↓ ↑ → ↓ ↓ ↓ ↓

216人
(H16)

250人
(H25)

197人
(H17)

208人
(H18)

221人
(H19)

216人
(H20)

199人
(H21)

170人
(H22)

155人
(H23)

173人
(H24)

● ● ● ● ● ● ● ●

312人
(H19)

228人
(H25)

462人
(H17)

462人
(H18)

312人
(H19)

228人
(H20)

228人
(H21)

228人
(H22)

228人
(H23)

228人
(H24)

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

60人
(H15)

360人
(H25)

87人
(H17)

100人
(H18)

116人
(H19)

139人
(H20)

163人
(H21)

169人
(H22)

177人
(H23)

185人
(H24)

↑ ● ● ● ● ● ● ↑

3,381万人
(H14)

3,653万人
(H25)

3,512万人
(H16)

3,686万人
(H17)

3,791万人
(H18)

4,094万人
(H19)

4,007万人
(H20)

3,994万人
(H21)

4,056万人
(H22)

3,596万人
(H23)

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ● ● ●

5団体
(H15)

15団体
(H25)

10団体
(H17)

12団体
(H18)

14団体
(H19)

14団体
(H20)

14団体
(H21)

15団体
(H22)

15団体
(H23)

15団体
(H24)

↑ ● ● ● ● ● ● ●

33.3%
(H15)

100%
(H25)

83.3%
(H17)

100%
(H18)

100%
(H19)

100%
(H20)

100%
(H21)

100%
(H22)

100%
(H23)

100%
(H24)

H24末H23末H22末H21末H19末H18末H17末 H20末

産業廃棄物再生利用量※1

産業廃棄物総排出量※1

一般廃棄物リサイクル率※1

県民1人1日当たりごみ排出量※1

（資源回収されるものを除く。）

一般廃棄物総排出量※1

鳥獣保護区等指定面積

自然環境保全地区面積
(自然造成地区は除く。）

産業廃棄物最終処分量※1

6

5

4

3

2

1

12

11

10

9

8

7

14

13

指標の項目

富士山山小屋トイレ整備率

「森林文化の森」パートナー数

自然公園等利用者数

緑サポーター登録者数

山岳レインジャーの延べ人数

自然監視員委嘱数

 
※1 H23の第2次山梨県廃棄物総合計画の策定に伴い、指標の基準値・目標値を再設定した。 

 ● 目標を達成しているもの

↑ 指標が改善しているもの

→ 指標が横ばいであるもの

↓ 指標が改善していないもの

● 特殊な事情により評価できないもの

- 事業を廃止したもの
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基準値 目標値

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

67箇所
(H15)

90箇所
(H25)

70箇所
(H17)

72箇所
(H18)

76箇所
(H19)

76箇所
(H20)

79箇所
(H21)

79箇所
(H22)

81箇所
(H23)

82箇所
(H24)

● ● ● ● ● ● ● ●

2測定局中2測定局

(H15)

3測定局

(H25)

2測定局
(H17)

2測定局
(H18)

2測定局
(H19)

2測定局
(H20)

3測定局
(H21)

3測定局
(H22)

3測定局
(H23)

3測定局
(H24)

● ● ● ● ● ● ● ●

2測定局中2測定局

(H15)

2測定局

(H25)

2測定局
(H17)

2測定局
(H18)

2測定局
(H19)

2測定局
(H20)

2測定局
(H21)

2測定局
(H22)

2測定局
(H23)

2測定局
(H24)

→ ● ● ● ● ● ● ●

11測定局中11測定局

(H15)

12測定局

(H25)

10測定局
(H17)

11測定局
(H18)

11測定局
(H19)

11測定局
(H20)

12測定局
(H21)

12測定局
(H22)

12測定局
(H23)

12測定局
(H24)

● ● ● ● ● ● ● ●

11測定局中11測定局

(H15)

11測定局

(H25)

11測定局
(H17)

11測定局
(H18)

11測定局
(H19)

11測定局
(H20)

11測定局
(H21)

11測定局
(H22)

11測定局
(H23)

11測定局
(H24)

→ → → → → → → →

10測定局中0測定局

(H15)

達成率の向上を

図ります。(H25)

0測定局
(H17)

0測定局
(H18)

0測定局
(H19)

0測定局
(H20)

0測定局
(H21)

0測定局
(H22)

0測定局
(H23)

0測定局
(H24)

● ● ● ● ● ● ● ●

49,940台

(H15)

増やします。

(H25)

68,242台

(H16)

83,137台

(H17)

104,184台

(H18)

120,857台

(H19)

135,261台

(H20)

154,718台

(H21)

172,251台

(H22)

187,701台

(H23)

↑ ↑ ↑ ● ● ● ● ●

12.3%
(H15)

16%
(H25)

13.1%
(H17)

14.1%
(H18)

15.2%
(H19)

17.0%
(H20)

17.52%
(H21)

19.1%
(H22)

20.0%
(H23)

20.1%
(H24)

↓ ↑ ↑ ↑ ● ● ● ↑

22地点中18地点
(H15)

22地点
(H25)

15地点
(H17)

19地点
(H18)

20地点
(H19)

21地点
(H20)

22地点
(H21)

22地点
(H22)

22地点
(H23)

21地点
(H24)

↓ → ↓ → ↑ ● ↑ ●

5地点中3地点
(H15)

5地点
(H25)

2地点
(H17)

3地点
(H18)

2地点
(H19)

3地点
(H20)

4地点
(H21)

5地点
(H22)

4地点
(H23)

5地点
(H24)

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

63.9%
(H15)

82%
(H25)

67.6%
(H17)

70.2%
(H18)

73.2%
(H19)

74.8%
(H20)

75.4%
(H21)

75.9%
(H22)

77.2%
(H23)

78.1%
(H24)

● ● ● ● ● ● ● ●

すべての調査地点

で達成(H15)

すべての調査地点

で達成(H25)

すべての調査地

点で達成(H17)

すべての調査地

点で達成(H18)

すべての調査地

点で達成(H19)

すべての調査地

点で達成(H20)

すべての調査地

点で達成(H21)

すべての調査地

点で達成(H22)

すべての調査地

点で達成(H23)

すべての調査地

点で達成(H24)

● ● ● ● ● ● ● ●

(面的評価)73.6%
(H15)

達成率の向上を

図ります。(H25)

77.7%
(H17)

79.3%
(H18)

84.0%
(H19)

85.2%
(H20)

87.2%
(H21)

88.2%
(H22)

88.7%
(H23)

93.3%
(H24)

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ● ●

38.1㎞
(H15)

78㎞
(H25)

42.8km
(H17)

46.3km
(H18)

53.0km
(H19)

58.5km
(H20)

65.7km
(H21)

69.3km
(H22)

80.5km
(H23)

90.9km
(Ｈ24)

H22末 H23末 H24末
指標の項目

H17末 H18末 H19末 H20末 H21末

18

17

16

15

24

23

22

21

20

19

28

27

26

25

電線類地中化延長

自動車騒音に係る環境基準達成
率 (昼夜間とも基準値以下)

ダイオキシン類の環境基準達成地
点数（大気、公共用水域、地下水質及び
土壌）

生活排水クリーン処理率

水質汚濁に係る環境基準達成地点
数（湖沼）（COD）

水質汚濁に係る環境基準達成地点
数（河川）（BOD）

エコドライブ宣言車両率

低公害車導入台数(軽自動車を除く。）

大気汚染に係る環境基準達成測定
局数（光化学オキシダント）

大気汚染に係る環境基準達成測定
局数（二酸化窒素）

大気汚染に係る環境基準達成測定
局数（浮遊粒子状物質）

大気汚染に係る環境基準達成測定
局数（一酸化炭素）

大気汚染に係る環境基準達成測定
局数（二酸化硫黄）

河川水辺環境整備箇所数

 

 ● 目標を達成しているもの

↑ 指標が改善しているもの

→ 指標が横ばいであるもの

↓ 指標が改善していないもの

● 特殊な事情により評価できないもの

- 事業を廃止したもの
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基準値 目標値

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

638件
(H15)

688件
(H25)

653件
(H17)

655件
(H18)

660件
(H19)

660件
(H20)

667件
(H21)

669件
(H22)

670件
(H23)

670件
(H24)

→ → → ↑ ↑ ↑ ↑ ●

1.7㎡
(H15)

2.0㎡
(H25)

1.6㎡
(H16)

1.7㎡
(H18)

1.7㎡
(H19)

1.8㎡
(H20)

1.8㎡
2(H21)

1.9㎡
(H22)

1.9㎡
(H23)

2.13㎡
(H24)

↑ ↑ ↑ ● ● ↑ ↑ ●

641人
(H15)

1,000人
(H25)

733人
(H17)

798人
(H18)

803人
(H19)

1,028人
(H20)

1,053人
(H21)

921人
(H22)

993人
(H23)

1,071人
(H24)

↓ → ↑ ↑ ● ↓ ↑ ↑

6,983千t-CO2
(H17)

6,041千t-CO2
(H24)

7,798千t-
CO2(H15)

7,683千t-
CO2(H16)

7,187千t-
CO2(H17)

6,939千t-
CO2(H18)

7,514千t-
CO2(H19)

7,217千t-
CO2(H20)

6,812千t-
CO2(H21)

6,561千ｔ-
CO2(H22)

↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

676千t-CO2
(H17)

942千t-CO2
(H24)

627千t-
CO2(H16)

676千t-
CO2(H17)

685千t-CO2(Ｈ
18)

715千t-
CO2(H19)

766千t-
CO2(H21)

781千t-
CO2(H22)

808千t-
CO2(H23)

921千t-
CO2(H24)

● ● ● ● ● ● ● ●

18,547人/年
(H15)

19,000人/年
(H25)

22,309人/年
(H17)

21,215人/年
(H18)

23,850人/年
(H19)

29,665人/年
(H20)

27,394人/年
(H21)

26,187人/年
(H22)

26,032人/年
(H23)

26,885人/年
(H24)

↑ ↑ ↑ ● ↑ ↑ ↑ ↑

10,000人/年
(H15)

20,000人/年
(H25)

18,242人/年
(H17)

16,196人/年
(H18)

19,692人/年
(H19)

20,375人/年
(H20)

18,741人/年
(H21)

18,188人/年
(H22)

16,366人/年
(H23)

16,478人/年
(H24)

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

23校
(H14)

46校
(H25)

25校
(H17)

27校
(H18)

33校
(H19)

32校
(H20)

37校
(H21)

37校
(H22)

37校
(H23)

41校
(H24)

● ↓ → ↑ - - - -

40人
(H16)

80人
(H25)

44人
(H17)

31人
(H18)

38人
(H19)

76人
(H20)

事業廃止 事業廃止 事業廃止 事業廃止

↑ ● ● ● ● ● ● ●

11回
(H15)

15回
(H25)

14回
(H17)

46回
(H18)

63回
(H19)

58回
(H20)

48回
(H21)

86回
(H22)

101回
(H23)

68回
(H24)

● ● ● ● ● ● ↓ ●

24人
(H15)

24人
(H25)

32人
(H17)

40人
(H18)

29人
(H19)

37人
(H20)

26人
(H21)

25人
(H22)

16人
(H23)

29人
(H24)

↓ ● → ● ● ● ● ●

40回
(H16)

40回
(H25)

37回
(H17)

40回
(H18)

39回
(H19)

50回
(H20)

40回
(H21)

48回
(H22)

50回
(H23)

67回
(H24)

● ● ● ● ● ● ● ●

370,647人/年

(H14)

400,000人/年

(H25)

554,269人/年

(H17)

535,965人/年

(H18)

534,700人/年

(H19)

566,380人/年

(H20)

554,675人/年

(H21)

604,957人/年

(H22)

582,538人/年

(H23)

583,932人/年

(H24)

↑ ● ● ● ● ● ● ●

16団体
(H15)

86団体
(H26)

46団体
(H17)

59団体
(H18)

71団体
(H19)

75団体
(H20)

81団体
(H21)

86団体
(H22)

89団体
(H23)

95団体
(H24)

国県指定文化財数

土木施設環境ボランティア数

環境美化活動参加者数

環境学習指導者派遣回数

山梨環境科学カレッジ修了者数

36

35

34

33

32

31

42

41

40

39

38

37

指標の項目
H17末 H18末 H19末 H20末 H21末 H22末 H23末 H24末

30

29

環境科学研究所による学習指導
者派遣回数

親子エコスクール参加者数※3

学校林活動実施校数

やまなし森の教室参加人数

環境科学研究所における環境学
習プログラム参加者数

森林吸収源対策による森林の二
酸化炭素吸収量

温室効果ガス総排出量※2

「緑の教室」受講者数※1

市街地の人口1人当たりの身近な
公園の整備面積

 
※1 緑化センターで開催の「緑の教室」及び、団体等の要請により開催した研究会の受講者を合計した数値。 

※2 H21の指標No.32（温室効果ガス総排出量）は、中越沖地震により柏崎原発が全面停止となり、電気に係るCO2の排出源原単位

が大幅に増加したため、「特殊な事情により評価できない」と判断した。 

※3 指標No.37（親子エコスクール参加者数）は、事務事業の見直しにより「環境学習における指導者派遣事業」（H21～）で所期の

目的が達成できるため事業を廃止した。 

● 目標を達成しているもの

↑ 指標が改善しているもの

→ 指標が横ばいであるもの

↓ 指標が改善していないもの

● 特殊な事情により評価できないもの

- 事業を廃止したもの
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基準値 目標値

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ● ● ●

10.6法人
(H15)

40法人
(H25)

18法人
(H17)

24法人
(H18)

28法人
(H19)

32法人
(H20)

36法人
(H21)

40法人
(H22)

42法人
(H23)

45法人
(H24)

→ ↑ ↑ ● ● ● ● ●

18団体
(H15)

50団体
(H25)

18団体
(H17)

28団体
(H18)

45団体
(H19)

61団体
(H20)

69団体
(H21)

73団体
(H22)

81団体
(H23)

84団体
(H24)

→ → → ● ● ↑ ↓ ↑

46,266人/年
(H15)

50,000人/年
(H25)

45,397/年
(H17)

45,773/年
(H18)

46,142人/年
(H19)

51,578人/年
(H20)

50,199人/年
(H21)

48,186人/年
(H22)

43,996人/年
(H23)

47,919人/年
(H24)

→ → ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

13,671人/年
(H15)

19,000人/年
(H25)

13,076人/年
(H17)

13,029人/年
(H18)

12,026人/年
(H19)

11,212人/年
(H20)

11,082人/年
(H21)

9,017人/年
(H22)

7,826人/年
(H23)

6,661人/年
(H24)

→ → ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

図書2,442冊

ビデオ679本

(H15)

図書2,900冊

ビデオ760本

(H25)

図書2,258冊

ビデオ689本

(H17)

図書2,583冊

ビデオ622本

(H18)

図書2,185冊

ビデオ638本

(H19)

図書2,436冊

ビデオ608本

(H20)

図書3,154冊

ビデオ338本

(H21)

図書2,610冊

ビデオ368本

(H22)

図書1,979冊

ビデオ509本

(H23)

図書1,688冊

ビデオ308本

(H24)

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

－
12,000件/年
(H25)

5,682件/年
(H17)

10,298件/年
(H18)

10,595件/年
(H19)

10,134件/年
(H20)

9,184件/年
(H21)

8,635件/年
(H22)

10,666件/年
(H23)

9,146件/年
(H24)

→ ● ● → ● → ● ↓

27テーマ
(H16)

27テーマ
(H25)

26テーマ
(H17)

27テーマ
(H18)

27テーマ
(H19)

26テーマ
(H20)

28テーマ
(H21)

26テーマ
(H22)

27テーマ
(H23)

25テーマ
(H24)

→ ● ● ● ● ● ● ●

130人
(H16)

130人
(H25)

120人
(H17)

130人
(H18)

150人
(H19)

130人
(H20)

183人
(H21)

276人
(H22)

140人
(H23)

262名
(H24)

● ● ● ● ● ● ● ●

29,000人/年
(H15)

30,000人/年
(H25)

54,000人/年
(H17)

37,000人/年
(H18)

32,000人/年
(H19)

36,000人/年
(H20)

30,000人/年
(H21)

30,358人/年
(H22)

35,540人/年
(H23)

38,010人/年
(H24)

● ● ● ● ● ● ↓ ●

29%
(H22)

前年より低くする。
(H25)

42%
(H16)

40%
(H17)

38%
(H18)

32%
(H19)

29%
(H20)

29%
(H22)

33%
(H23)

29%
(H24)

→ ↓ ↑ ↑ ● ● ↓ ↓

41人
(H15)

50人
(H25)

40人
(H17)

39人
(H18)

45人
(H19)

48人
(H20)

50人
(H21)

52人
(H22)

29人
(H23)

30人
(H24)

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

8,000ha
(H15)

17,000ha
(H25)

8,100ha
(H17)

8,657ha
(H18)

10,728ha
(H19)

10,873ha
(H20)

12,564ha
(H21)

14,378ha
(H22)

15,702ha
(H23)

16,659ha
(H24)

● ● ● ● ● ● ● ●

2,080人
(H15)

4,000人
(H25)

6,513人
(H17)

6,615人
(H18)

7,475人
(H19)

7,558人
(H20)

7,755人
(H21)

7,414人
(H22)

7,417人
(H23)

7,529人
(H24)

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

22件/年
(H15)

100件/年
(H25)

31件/年
(H17)

40件/年
(H18)

49件/年
(H19)

47件/年
(H20)

33件/年
(H21)

33件/年
(H22)

35件/年
(H23)

23件/年
(H24)

H22末 H23末 H24末
指標の項目

H17末 H18末 H19末 H20末 H21末

48

47

46

45

44

43

甲斐のこだわり環境農産物認証件
数

エコファーマー認定者数

水源の森づくり面積（育成複層林面
積）

新規林業就業者数

富士山スバルラインのマイカー利
用率

富士山周辺の環境美化活動参加
者数

環境研フォーラム、国際シンポジ
ウム参加者数

環境科学研究所研究テーマ数

56

55

54

53

52

51

50

49

やまなしの環境アクセス数

環境科学研究所における図書等
貸出数

環境情報センター利用者数

環境科学研究所来館者数

森林ボランティア団体数

人口10万人当たりのNPO法人数

 
 ● 目標を達成しているもの

↑ 指標が改善しているもの

→ 指標が横ばいであるもの

↓ 指標が改善していないもの

● 特殊な事情により評価できないもの

- 事業を廃止したもの
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 資料編５  ⼭梨県環境基本条例 
 

 

平成十六年三月三十日 

山梨県条例第二号 

山梨県環境基本条例をここに公布する。 

 

山梨県環境基本条例 

 

目次 

前文 

第一章 総則(第一条―第六条) 

第二章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

第一節 施策の策定等に係る指針(第七条) 

第二節 環境基本計画等(第八条・第九条) 

第三節 環境の保全及び創造を推進するための施策(第十条―第二十条) 

第四節 環境の保全及び創造に関する重点施策(第二十一条―第二十四条) 

第五節 地球環境保全に関する施策(第二十五条) 

第六節 推進体制の整備等(第二十六条―第三十条) 

附則 

 

私たちは、富士山、八ヶ岳、南アルプスなどの山々、緑あふれる森林、清らかな水など豊かな自然

環境に支えられて良好で快適な生活を営んできた。 

しかしながら、県民生活や事業活動から生ずる環境への負荷が増大することにより、将来にわたっ

て良好な環境を維持することが、この山梨においても、次第に難しくなってきており、さらに、地球温暖

化、オゾン層の破壊など人類の存続基盤である地球環境にも影響を及ぼしてきている。 

もとより、私たちは、良好で快適な環境の下に健康で文化的な生活を営む権利を有するとともに、

健全で恵み豊かな環境を将来の世代に引き継いでいく責務を有している。 

私たちは、これまで、山梨県環境首都憲章を規範とし、豊かな自然の維持を図り、健康で文化的

な生活の確保に努めてきた。今後、その理念や取組を一層推進するとともに、循環型社会を構築す

ることにより、人と自然とが共生することができる山梨を実現するため、一人ひとりがこれまでの日常生

活や事業活動を自ら問い直し、環境の保全と創造に取り組んでいかなければならない。 

このような認識の下に、私たち山梨県民は、ここに、人と自然とが共生することができるふるさと山

梨を実現することを決意し、この条例を制定する。 
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第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに県民、事業者及

び県の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在

及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原

因となるおそれのあるものをいう。 

二 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、野生生物

の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境

の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康で文化的な生活の確保に寄与す

るものをいう。 

（基本理念） 

第三条 環境の保全及び創造は、県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、そ

の環境を将来の世代へ継承していくよう適切に行われなければならない。 

2  環境の保全及び創造は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減

することその他の環境の保全及び創造に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に

自主的かつ積極的に行われることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への

負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築され

ることを旨とし、科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨とし、

並びに地域の特性に応じた環境の保全及び創造に関する行動により人と自然とが共生する潤

いのある環境が確保されることを旨として、行われなければならない。 

3  地球環境保全は、すべての日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければなら

ない。 

（県民の責務） 

第四条 県民は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環境の保全上の

支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 

2  前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めると

ともに、県が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第五条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる

ばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため

に必要な措置を講ずる責務を有する。 
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2  事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっ

て、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られる

こととなるように必要な措置を講ずる責務を有する。 

3  前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その

他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄さ

れることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再

生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなけれ

ばならない。 

4  前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保

全及び創造に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力す

る責務を有する。 

（県の責務） 

第六条 県は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を

策定し、及び計画的に実施する責務を有する。 

2  県は、県民、事業者及び市町村と連携し前項の施策を実施するものとする。 

 

第二章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

 

第一節 施策の策定等に係る指針 

 

第七条 この章に定める環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっ

とり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的か

つ計画的に行わなければならない。 

一 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、

大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 

二 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとと

もに、森林、水辺地、農地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体

系的に保全されること。 

三 人と自然との豊かな触れ合いが保たれる等快適な生活環境が創造されること。 

 

第二節 環境基本計画等 

 

（環境基本計画） 

第八条 知事は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環

境の保全及び創造に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければな

らない。 

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 



資料編５ ⼭梨県環境基本条例 

 

107 

二 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

3 知事は、環境基本計画を定めるに当たっては、山梨県環境保全審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

4 知事は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

5 前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（環境の状況等の公表） 

第九条 知事は、毎年、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関し講じた施策及び講じようと

する施策を取りまとめ、これらを公表しなければならない。 

 

第三節 環境の保全及び創造を推進するための施策 

 

（資源の循環的な利用の促進等） 

第十条 県は、廃棄物及び一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物

品（現に使用されているものを除く。）又は製品の製造その他の人の活動に伴い副次的に得ら

れた物品（以下この条において「廃棄物等」という。）の発生が抑制され、廃棄物等のうち資源と

なるものの再使用、再生利用等の循環的な利用が適正に行われることが促進され、並びに廃

棄物等のうち資源とならないものの適正な処分が確保されるように、必要な措置を講ずるもの

とする。 

（自主的な環境管理の促進等） 

第十一条 県は、自ら環境管理（事業活動の実施に当たって、環境の保全及び創造に関する方

針及び目標を定め、その方針及び目標を達成するための計画を策定して実施し、並びにその

実施状況を点検して必要な是正の措置を講ずる一連の取組をいう。以下この条において同

じ。）を実施するとともに、事業者及び市町村が自主的に行う環境管理の実施の促進に努める

ものとする。 

（環境の保全及び創造に関する教育、学習等） 

第十二条 県は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全及び創

造に関する広報活動の充実により県民及び事業者が環境の保全及び創造についての理解を

深めるとともにこれらの者の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるように

するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（県民等の自発的な活動の促進） 

第十三条 県は、県民、事業者及びこれらの者が組織する民間の団体（以下「県民等」という。）

が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する

活動を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（規制の措置） 

第十四条 県は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講じなければ

ならない。 
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一 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁、騒音等公害の原因と

なる行為に関し、公害を防止するために必要な規制の措置 

二 自然環境を保全することが特に必要な区域における自然環境の適正な保全に支障を及ぼす

おそれのある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制の措置 

2 前項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を

講ずるように努めるものとする。 

（環境影響評価の推進） 

第十五条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、

その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、

予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮す

ることを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（環境の保全上の支障を防止するための経済的措置） 

第十六条 県は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動（以下この条に

おいて「負荷活動」という。）を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施

設の整備その他の適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止する

ため、その負荷活動を行う者にその者の経済的な状況を勘案しつつ必要な経済的措置を講ず

るように努めるものとする。 

（環境の保全に資する施設の整備等の推進） 

第十七条 県は、生活排水の処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施

設の整備その他の事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

2 県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利

用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

3 県は、前二項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施

設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。 

（情報の提供） 

第十八条 県は、第十二条の環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに第十三

条の県民等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及

び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必

要な情報を適切に提供するように努めるものとする。 

（調査及び研究の実施） 

第十九条 県は、環境の状況の把握、環境の変化の予測又は環境の変化による影響の予測に

関する調査その他の環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査及び研究を実

施するものとする。 

（監視等の体制の整備） 

第二十条 県は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施

するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。 
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第四節 環境の保全及び創造に関する重点施策 

 

（富士山及びその周辺地域の環境の保全に関する施策） 

第二十一条 県は、富士山及びその周辺地域（富士箱根伊豆国立公園の区域のうち県内の区

域をいう。）の多様な自然及び優れた景観を良好な状態に保全するため、必要な措置を講ず

るものとする。 

（森林の保全等） 

第二十二条 県は、森林の保全及び整備並びに緑化の推進を図ることにより森林等の有する地

球温暖化の防止、水源のかん養、人と自然との豊かな触れ合いの機会の提供等の機能を発

揮させるため、必要な措置を講ずるものとする。 

（水環境の保全等） 

第二十三条 県は、水環境（河川、湖沼等及びこれらの周辺において水、水生生物等が一体的

かつ有機的に構成された環境をいう。以下この条において同じ。）を良好な状態に保全するた

め、及び水環境における人と自然との豊かな触れ合いの機会を提供する機能を発揮させるた

め、必要な措置を講ずるものとする。 

（環境の保全に資する農業の促進） 

第二十四条 県は、農業の有する水源のかん養、自然環境の保全等の機能を発揮させ、及び肥

料の適正な使用等により環境への負荷の低減を図るため、環境の保全に資する農業の促進に

関し必要な措置を講ずるものとする。 

 

第五節 地球環境保全に関する施策 

 

第二十五条 県は、地球環境保全を図るため、二酸化炭素の排出抑制、フロンの回収等必要な

施策を推進するものとする。 

 

第六節 推進体制の整備等 

 

（推進体制の整備） 

第二十六条 県は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な体制の整備に努

めるものとする。 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第二十七条 県は、環境の保全及び創造に関する施策を講ずるに当たっては、国及び他の地方

公共団体と相互に協力するものとする。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第二十八条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、

環境の保全及び創造について配慮しなければならない。 
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（県民からの意見の聴取） 

第二十九条 県は、環境の保全及び創造に関する施策に県民の意見を反映できるように、県民

から意見を聴くための措置を講ずるものとする。 

（財政上の措置） 

第三十条 県は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を

講ずるように努めるものとする。 

 

附 則 

この条例は、平成十六年四月一日から施行する



資料編６ 用語解説 

 

111 

 資料編６  用語解説 
 

数字・アルファベット 
 
 用 語 説 明 

3 3R 
ごみの発生、排出を抑制するという廃棄物等の発生抑制(Reduce)、使えるものは

繰り返し使うという製品や部品の再使用(Reuse)、再び資源として利用するという

再生利用(Recycle)の3つの頭文字をとったもの。 

4 4-t-オクチルフェノール 

界面活性剤の原料、プラスチックの酸化防止剤、塩化ビニールの安定剤原料に

使用されている。平成14(2002)年に魚類への環境ホルモン作用が明らかにな

り、魚類への予測無影響濃度※(0.992μg/㍑)が示された。 
※予測無影響濃度：化学物質の水生生物への影響を評価する場合に用いられ、水生
生物に影響を及ぼさない濃度に安全係数(通常10分の1～100分の1)をかけて求めら
れる。 

B 
BOD 

(Biochemical Oxygen Demand) 

生物化学的酸素要求量(Biochemical Oxygen Demand)の略称。有機物による河

川水などの汚濁の程度を示すもので、水中に含まれている有機物質が一定時

間、一定温度のもとで微生物によって酸化分解されるときに消費される酸素の量

をいい、数値が高いほど有機物の量が多く、汚れが大きいことを示している。 

C 
COD 

(Chemical Oxygen Demand) 

化学的酸素要求量(Chemical Oxygen Demand)の略称。有機物による湖沼など

の汚濁の程度を示すもので、水中の汚濁物質を酸化剤によって酸化するときに

消費される酸素の量をいう。数値が高いほど有機物の量が多く、汚れが大きいこ

とを示している。 

C COP10 
条約における締約国会議(Conference of the Parties)の10回目の会議の通称

で，ここでは平成22(2010)年名古屋で開催された生物の多様性に関する条約の

締約国会議のこと。 

F FSC森林管理認証 

世界各国の環境団体、社会・経済団体などで構成するNGO（非政府組織）である

FSC（Forest Stewardship Council®、森林管理協議会）が、環境に配慮した適切
な森林管理に関する10原則56規準を定め、これへの適合を審査・認証するも

の。認証した森林から生産された木材にはFSCマークを付けることができる。 

I ISO14001 

国際標準化機構(International Standardization for Organization)が制定した環

境管理と改善の手法を標準化･体系化した国際規格。計画(Plan)をたて，実行

(Do)し，点検評価(Check)し，見直し(Act)というPDCAサイクルを構築し，継続的

に実施することで，環境への負荷の低減を図る。 

N NPO 
民間非営利組織(Non-Profit Organization)の略で、「特定非営利活動促進法」

の規定に基づき法人格を与えられた特定非営利法人(NPO法人)等。ボランティ

ア活動を始めとする社会貢献活動を行うことを目的としている。 

P PDCAサイクル 
業務プロセスの管理手法の一つで、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改

善(Act)という4段階の活動を繰り返し行なうことで、継続的にプロセスを改善して

いく手法。 

P 

PRTR 

(Pollutant Release and Transfer 

Register)制度 

化学物質排出移動量届出制度(Pollutant Release and Transfer Register)の略

称。事業者が対象となる有害化学物質の種類ごとに工場・事業場から環境中へ

の排出量や廃棄物に含まれて場外へ移動する量を自ら把握し、その結果を報告

することを義務付け、行政機関はこれらの報告結果を集計して公表する制度。 
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50音順 
 
 用 語 説 明 

【あ】 
あ アイドリングストップ 

自動車の駐停車時にエンジンを切ること。不必要な燃料の消費を抑え、二酸化

炭素や窒素酸化物の排出を抑制することがねらい。 

い 育成複層林 
森林を構成する樹木を部分的に伐採し、そのあとに植林を行うこと等により、年齢

や高さの異なる樹木から構成される森林(複層林)。 

い 一酸化炭素(CO) 
一般には，燃料の不完全燃焼によって発生し，都市では自動車の排出ガスが最

大の発生源になる。血液中のヘモグロビンと容易に結合し，多量に吸入すると呼

吸困難を引き起こすとされる。 

い 一般廃棄物 

廃棄物処理法の対象となる廃棄物のうち，産業廃棄物以外のもののこと。一般

家庭から排出される家庭ごみ(生活系廃棄物)のほか，事業所などから排出され

る産業廃棄物以外の不要物(オフィスごみなど)も事業系一般廃棄物として含ま

れる。一般廃棄物の処理は市町村が処理計画を定めて実施する。 

う ウィーン条約 

オゾン層の保護のために昭和60(1985)年3月に採択、昭和63(1988)年9月発

効された条約。日本は昭和63(1988)年加入。この条約に基づき、より具体的な

規制を盛り込んだ「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が昭

和62(1987)年に採択されている。 

え エコドライブ 

自動車からの排出ガスを抑制し、燃費を向上させるため、自動車の運転時に、加

速・減速をゆるやかに行うこと、エアコンを控えめにすること、不要な荷物を積まな

いことなどをいう。警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省からなるエコドライ

ブ普及連絡会を発足させ、アクションプランやエコドライブ10のすすめの策定など

を行っている。  

え エコファーマー 

「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」の第4条に基づき、

堆肥等の土づくりを基本として化学肥料、化学農薬の使用量を低減するための生

産方式(持続性の高い農業生産方式)を導入する計画を立て、県知事に申請し、

認定された農業者のこと。 

え エネルギーの地産地消 

地域に必要なエネルギーを地域のエネルギー資源によってまかなうことで、山梨

県は、クリーンエネルギーの導入促進と省エネルギー対策を両輪に、県内の消費

電力全てをクリーンエネルギー発電で賄う「エネルギーの地産地消」を目指してい

る。 

お オゾン層 

地上から20～25km離れた成層圏に存在する、オゾン濃度が高い大気圏。オゾ

ンは、地上の生物にとって有害な太陽からの紫外線を吸収する。このオゾン層が

破壊されると地上に到達する紫外線の量が増加し、皮膚ガンや白内障が増える

といった人の健康に悪影響を生じると指摘されている。 

お 温室効果ガス 

地表から宇宙への赤外放射エネルギーを大気中で吸収して熱に変え，地球の気

温を上昇(地球温暖化)させる効果を有する気体の総称。京都議定書では，二酸

化炭素(CO2)，メタン(CH4)，一酸化二窒素(N2O)，ハイドロフルオロカーボン類

(HFCs)，パーフルオロカーボン類(PFCs)，六ふっ化硫黄(SF6)の6物質が温室効

果ガスとして排出削減対象となっている。 

【か】 

か カーボン・オフセット 

日常生活や経済活動において避けることができないCO2等の温室効果ガスの排

出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出さ

れる温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資

すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方。イギリス

を始めとした欧州、米国等での取組が活発であり、日本でも民間での取組が拡が

りつつある。 

か 外来種(外来生物) 
国外や国内の他地域からある地域に人為的に導入されることにより、本来の自然

分布を越えて生息又は生育することとなる生物種。 

か 家電リサイクル法 
家庭で不要となったテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫の家電4品目のリ

サイクルに向けて、平成10(1998)年6月に制定された法律で、家電メーカーに回

収とリサイクルを、消費者にその費用負担を義務付けている。 
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か 
環境影響評価 

(環境アセスメント) 

大規模な開発事業などを実施する際に、あらかじめ環境に与える影響を事業者

自らが調査・予測・評価し、その内容について住民や関係自治体などの意見を聴

くことにより、環境に配慮した事業にしていくための制度。環境アセスメントともいう。 

か 環境基準 

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音に係る環境上の条件で、人の健康を

保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、環境基

本法第16条に基づき定められている基準。政府は、公害の防止に関する施策を

総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準の確保に務めなければならな

いとされている。なお、ダイオキシン類に関しては、ダイオキシン類対策特別措置

法を根拠として、大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染の環境基準が定められてい

る。  

か 環境教育・環境学習 
環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及

び学習。山梨県では、平成25(2013)年3月、「やまなし環境教育等推進行動計

画」を策定し、取組を推進している。 

か 環境の保全と創造 

「環境の保全」とは、公害の防止や自然保護など環境を人にとって良好な状態に

保持することをいうが、山梨県環境基本条例では、「環境の保全」に加え、良好な

生活空間の形成、地域の個性をいかした快適な環境の創造など、環境をより程

度の高いものとして「創造」することまで含めて「環境の保全と創造」としている。 

か 環境保全型農業 
家畜排せつ物等の有効利用によるたい肥等を活用した土づくりと化学肥料・農薬

の使用の低減を行う農業生産方式のこと。 

か 環境マネジメントシステム 

企業等の組織が環境保全対策を自主的に進めるためのシステム。①経営者自ら

環境に関する方針を定め、②事業活動に伴う環境への負荷を把握した上で、そ

の方針に沿った目標と計画を策定し、③実行のために組織やマニュアルの整備

を行い、④目標の達成状況や計画の実施状況を点検し、全体のシステムの見直

しを行うという一連の手続きを実施し、環境管理システムを構築しようとするもの。

ISOでは、環境マネジメントシステムに関する規格としてISO14001を発行してい

る。 

か 環境リスク 

人の活動によって環境に加えられる負荷が環境中の経路を通じ、環境の保全上

の支障を生じさせる可能性を示す概念。人の健康や生態系への影響を未然に防

止していくにあたっては、環境リスクの要因が持つ便益と環境リスクの大きさを比

較、分析することにより、環境リスクを管理していくことが重要である。  

か 間伐 
育てようとする樹木同士の競争を軽減するため、混み具合に応じて一部の樹木

を伐採すること。 

き 
企業の社会的責任 
(CSR:  
Corporate Social Responsibility) 

企業は社会を構成する一員として、自社の利益、経済合理性を追及するだけで

はなく、ステークホルダー(利害関係者)全体の利益を考えて行動するべきである

との考え方のことで、具体的には行動法令の遵守、環境保護、人権擁護、消費

者保護などの社会的側面にも責任を有するという考え方。 

き 希少野生動物種 
「種の保存法」に基づき指定された国内希少野生動植物種(捕獲・殺傷等禁

止)、国際希少野生動植物種(国際取引の規制)その他、分布が局限される固有

種などを指す。 

き 京都議定書 

平成9(1997)年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議

(COP3)において採択された議定書。先進各国の温室効果ガスの排出量につい

て法的拘束力のある数値目標が決定されるとともに、国際的に協調して数値目

標を達成するための制度として、排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズム

などの仕組みが合意された。日本においては、2008年から2012年までの間の温

室効果ガス排出量を1990年レベルと比べて6％削減することが義務づけられ

た。 

き 京都議定書目標達成計画 
地球温暖化対策の推進に関する法律第8条に基づき、平成17(2005)年４月に

閣議決定され、平成20(2008)年3月に改定された、京都議定書による我が国の

6％削減約束を達成するために必要な対策・施策を盛り込んだ計画。 
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く クリーンエネルギー 

電気や熱などのエネルギーに変えても、二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)な

どの有害物質を排出しない、または排出量が少ないエネルギー源。太陽光、水

力、風力、地熱などのほか、燃料電池、コージェネレーション、天然ガスなども含

まれる。 

く グリーン購入 

企業や国・地方公共団体が商品の調達や工事発注などに際し、できるだけ環境

負荷の少ない商品や方法を積極的に選択するやり方。グリーン購入を率先して

実施する企業や自治体などで構成する「グリーン購入ネットワーク」で基準などを

取り決めている。 

く クロム及び三価クロム化合物 
クロムはステンレス鋼の成分であるなど合金材料として重要な金属である。また、

メッキや顔料などにも利用されている。無機のクロムは三価や六価など幾つかの

酸化数を取りうるが、通常は三価が最も安定である。 

こ 光害 
照明に関して、安全性や効率性の確保が不適切であったり、景観や周辺環境へ

の配慮が十分でない状況又はそれによる悪影響のこと。国では「光害対策ガイド

ライン」等を策定している。 

こ 光化学オキシダント(Ox) 

大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線によって光化学反応を起こ

し、二次的に発生するオゾン、PAN(パーオキシアセチルナイトレイト)等の酸化性の

強い物質の総称で、その発生は気象条件に大きく左右される。これらの物質が高

濃度となった大気汚染現象は、光化学スモッグと呼ばれ、夏季に多く、目やのど

等の粘膜刺激や手足のしびれ等を引き起こす。 

こ 公共用水域 
水質汚濁防止法で規定した、河川、湖沼、港湾など公共の用に供される水域や

水路のこと。  

こ こどもエコクラブ 

次世代を担う子どもたちが、人と環境との関わりについての体験を積み重ねなが

ら、環境を大切にする心を育んでいくことを目的として、環境省が地方公共団体と

の連携のもとに実施している。こどもエコクラブの参加募集は、全国の市区町村又

は都道府県の環境担当課が窓口となっており、幼児から高校生なら誰でも参加

可能。 

こ コミュニティプラント 
下水道が整備されていない集落や団地などから排出されるし尿、生活雑排水を

集め、浄化処理する施設のこと。 

【さ】 

さ 再生可能エネルギー 

再生可能エネルギーとは、石油、石炭、天然ガス等の化石燃料から生み出したも

のではなく、太陽光や風力、地熱等、地球上で自然に起こる現象を利用して繰り

返し使えるエネルギーを指す。具体的には、太陽光発電、風力発電、バイオマス

エネルギー、水力発電、地熱発電、太陽熱発電・太陽熱利用、潮流発電等があ

る。これらを活用することで、純国産で、枯渇することなく、温室効果ガスの排出

量が少ないエネルギーを得ることが可能となる。 

さ 酸性雨 

大気中の硫黄酸化物や窒素酸化物等が溶け込んだ強い酸性を示す雨をいい、

原因物質の発生源としては、工場や自動車からの排出ガスがあげられる。蒸留

水に大気中の二酸化炭素が溶け込むとpHは5.6となることから、一般にはpH5.6

以下の雨水が酸性雨とされている。 

さ 産業廃棄物 
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち，燃えがら･汚泥･廃油･廃酸･廃アルカリ･廃

プラスチックなど20種類の廃棄物をさす。産業廃棄物については，事業者自らの

責任で，環境汚染が生じないように適正に処理することが義務づけられている。 

さ 
産業廃棄物管理票 

(マニフェスト)制度 

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称・数量・性

状・運搬業者名・処分業者名・取扱上の注意事項などを記載し、産業廃棄物の

流れを自ら把握・管理する帳票。産業廃棄物が処理されたことを最後までチェッ

クできるとともに、取扱上の注意事項を処理業者に確実に伝えることができ、不法

投棄を未然に防止することができる。 

し ジクロロメタン 
金属等の脱脂・洗浄剤や有機溶剤として用いられている。肝臓・中枢神経に影響

を与え、IARC(国際がん研究機関)では、「人に対して発がん性が有るかもしれな

い」物質としている。 
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し 自然公園 
優れた自然の風景地に、その保護と利用を図るため区域を画して設けられる公

園をいい、国が指定する国立公園・国定公園と、県が指定する県立自然公園の

３種類がある。 

し 持続的発展 

将来の世代の二一ズを満たす能力を損なうことなく現代の世代の二ーズを満た

すこと、を表す環境の価値観の考え方。「環境と開発に関する世界委員会」（ブル

ントラント委員会）の報告書"Our Common Future"(邦題『地球の未来を守るため

に』)における中心的な概念として取り上げられ、現在では広く国際社会に定着し、

地球サミットのリオ宣言に反映されているほか、わが国の「環境基本法」の理念に

もなっている。 

し 自動車リサイクル法 

使用済み自動車から出る部品などを回収してリサイクルしたり適正に処分すること

を目的に、平成14(2002)年7月に制定された法律(正式名称「使用済自動車の

再資源化等に関する法律」)。エアコンに使われるフロン、シュレッダーダスト(車体

を粉砕した後に残る破砕くず)、エアバッグの3種類を対象に、自動車メーカーや

輸入業者に回収・リサイクル、所有者には費用負担を義務付けている。 

し 循環型社会 

製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場

合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び

循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって

天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。従来の

「大量生産・大量消費・大量廃棄型社会」に代わり、今後目指すべき社会像とし

て、平成12(2000)年に制定された「循環型社会形成推進基本法」で定義され

た。同法は循環型社会を構築する方法として、(1)ごみを出さない、(2)出たごみ

はできるだけ利用する、(3)どうしても利用できないごみはきちんと処分する の3つ

を提示している。 

し 浄化槽 生活排水を微生物の働きなどを利用して浄化する設備のこと。 

し 小水力発電 

再生可能エネルギーのひとつで、河川や水路に設置した水車などを用いてタービ

ンを回し発電する。自然破壊を伴うダム式の水力発電とは区別されるのが一般

的。二酸化炭素を排出せず、またエネルギーの再利用が可能な発電方法とし

て、地球温暖化防止という観点からも見直されている発電方法である。「新エネ

ルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネ法)」の対象である出力

1,000kW以下の比較的小規模な発電設備を総称して「小水力発電」と呼ぶこと

が多い。 

し 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 
窒素化合物のうち硝酸性塩のこと。窒素肥料や工場排水などに含まれる窒素が

環境中で微生物に分解されて生成する硝酸性窒素と、中間生成物の亜硝酸性

窒素がある。なお、河川や地下水などの公共水域に環境基準が設けられている。 

し 人工林 
人工造林(苗木の植付け、種子の播付け等の人為的な方法により森林を造成す

ること)によって成立した森林。 

し 森林環境税 
災害の防止、水源のかん養等の多くの公益的機能を持つ森林を健全な姿で次の

世代に引き継いでいくための財源として、山梨県で平成24(2012)年4月1日から

導入された税。 

し 森林吸収源対策 
森林のもつ二酸化炭素吸収機能を維持･向上させるためのさまざまな対策のこ

と。森林は，その成長とともに大気中の二酸化炭素を吸収･固定するため，地球

温暖化防止の視点から重要な役割を果たしている。 

し 森林セラピー 
森林浴で得られる森林の癒しの効果を、医療やリハビリテーション、カウンセリング

などに利用する健康づくりの取組。 

し 森林の公益的機能 

森林は、土砂災害等の防止、水源の涵養、木材など林産物の供給、保健休養の

場や生き物の生息・生育する場の提供、地球温暖化防止等、様々な働きを持

つ。この様々なはたらき(森林の多面的機能)のうち、木材等の林産物を供給する

機能を除いたもの。 

す 水源涵養機能 
森林の土壌がもつ機能のこと。森林土壌は，降水を貯留し，河川へ流れ込む水

の量をコントロールして洪水を緩和するとともに，川の流量を安定させるとともに，

雨水が森林土壌を通過することにより，水質が浄化される。 
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せ 生態系 

ある地域に住む生物(生物群集)と、その生活に影響を与える無機的な環境(土

壌・水・空気等)とを総合した系。野生生物及び人類の生存を支える基盤。普通

無機的な環境をもとにして、海洋、湖沼、森林、草原、砂漠などの生態系に分け

る。しかし、どの大きさを一つの生態系と捉えるかはまちまちで、一つの池や森とい

ったレベルから地球全体に至るまでさまざまな捉え方ができる。生態系を構成す

る生物部分には、緑色植物からなる生産者、おもに動物からなる消費者、有機物

を分解する分解者の別がある。 

せ 生物多様性 
あらゆる生物種の多さと、それらによって成り立っている生態系の豊かさやバラン

スが保たれている状態をいい、さらに、生物が過去から未来へと伝える遺伝子の

多様さまでを含めた幅広い概念。 

せ 世界文化遺産 
｢世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約｣に基づいて作成される｢世

界遺産一覧表｣に記載された物件のうち、歴史、美術、伝統的文化、科学の面で

顕著な普遍的価値を有する記念工作物、建造物、遺跡など。 

【た】 

た ダイオキシン類 

廃棄物等の焼却の過程で非意図的に生成される有機塩素化合物。ダイオキシン

類対策特別措置法では、ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン(PCDD)、ポリ塩化

ジベンゾフラン(PCDF)及びコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)を総称し

てダイオキシン類と定義している。分解しにくい性質をもつことから、環境中に微量

であるが広く存在し、生物の体内に蓄積しやすく、発ガン性、催奇形性、免疫機

能の低下などの毒性があると言われている。 

た 代替フロン 

オゾン層破壊力の大きい特定フロン(CFC類)に替わり生産されているフロン類。当

初はCFCに替わりオゾン層破壊力が弱い代替フロンHCFC類が広く使用されてきた

が、HCFCは漸次生産中止の方向にあり、現在はオゾン層を破壊しない第二世代

の代替フロンHFC類が使用されるようになった。しかし、代替フロン類はいずれも温

室効果が極めて高く、HFC類は京都議定書で削減の対象ガスに加えられた。 

なお、京都議定書の対象ガスの内、HFC、PFC、SF6を代替フロン等3ガスという。 

ち 地球温暖化 

大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは太陽からの熱を地球に封じ込め，地

表を暖める効果があるが，近年，化石燃料の燃焼等の人間活動の拡大に伴い，

大気中の温室効果ガスが増加することにより，将来地球の気温が上昇し，生活環

境や生態系に大きな影響を及ぼすことが懸念されている。 

ち 地球温暖化防止活動推進員 
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、市民などによる地球温暖化

防止の活動を支援し助言するため、都道府県知事が委嘱する運動員。山梨県で

は、平成15(2003)年から委嘱を開始。任期は2年間。 

ち 
地球温暖化防止活動推進 

センター 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき設置が定められた地球温暖化

防止に向けた普及啓発のための組織。全国に一箇所及び都道府県又は指定都

市等に各一箇所を指定することが決められている。山梨県では、平成16(2004)

年に特定非営利活動法人フィールド’21を指定。 

ち 鳥獣保護区 

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき，野生鳥獣の保護･繁殖

のために必要があると認めたとき，環境大臣または知事が指定するエリアのこと。

狩猟による捕獲が禁止され，鳥獣の成育及び繁殖のために必要な施設などが設

置される。鳥獣保護区のうち，特に鳥獣の繁殖に重要な箇所は特別保護地区と

して指定され，森林の伐採や工作物の設置など鳥獣の保護･繁殖に影響を及ぼ

すおそれのある行為が規制される。 

て 低公害車 

既存のガソリン自動車やディーゼル自動車に比べ、窒素酸化物や二酸化炭素な

どの排出量の少ない自動車。地球温暖化、地域大気汚染の防止の観点から、世

界各国で技術開発、普及が進められている。日本では、電気自動車、圧縮天然

ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車等が実用化されている。 

て 低炭素(社会) 

地球温暖化の原因である二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスの排出を、自然

が吸収できる量以内に削減するため、低炭素エネルギーの導入などの環境配慮

を徹底する社会システム。低炭素社会では、すべての人がCO2を減らすための行

動や選択をとり、政府や自治体はその仕組みづくりを行う。 
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て テトラクロロエチレン 
金属等の脱脂・洗浄剤、ドライクリーニング等に用いられている。肝・腎臓障害や

中枢神経への影響があり、IARC(国際がん研究機関)では、「人に対して恐らく発

がん性がある」物質としている。 

と 特定フロン等 

大気中に放出されたフロンが太陽光の紫外線により分解され、その際に発生する

塩素が成層圏にあるオゾン層を破壊する。昭和60(1985)年にウィーン条約、そ

の2年後にモントリオール議定書が採択され、国際的なオゾン層保護対策が進ん

でいる。フロンには様々な種類があり、特にオゾン層破壊と関係が深いと考えられ

ていたCFC-11(フロン11)、CFC-12(フロン12)、CFC-113(フロン113)、

CFC-114(フロン114)、CFC-115(フロン115)の5種類を特定フロンと呼ぶ。 

と トリクロロエチレン →｢テトラクロロエチレン｣に同じ。 

【な】 

な 内分泌撹乱化学物質 
肥料、家畜のふん尿、生活排水に含まれるアンモニウムが酸化されたもので、肥

料として土壌にまかれた場合、作物に吸収されずに土壌に溶け出し、富栄養化の

原因となる。河川や地下水などの公共水域にで環境基準が設けられている。 

に 二酸化硫黄(SO2) 
石炭や石油等の化石燃料の燃焼時に発生し、呼吸器を刺激してぜんそく等を引

き起こす。また、酸性雨の原因物質でもある。 

に ニ酸化炭素(CO2) 

炭酸ガスともいう。無色、無臭の安定な気体で水に溶け、溶液は微酸性を示す。

二酸化炭素は自然界にも存在しているが、特に化石燃料等の消費拡大に伴い、

大気中に排出される量が増加している。代表的な温室効果ガスであり、我が国の

温室効果ガス総排出量の9割以上を占めている。 

に 二酸化窒素(NO2) 

燃焼過程や硝酸製造等の工程から発生するが、燃焼過程からほとんどが一酸化

窒素として排出され、大気中で二酸化窒素に酸化される。二酸化窒素は、呼吸

器疾患の有症率との関連があるとされており、また、光化学オキシダントの原因物

質でもある。 

ね 燃料電池 
水素と酸素の化学的な結合反応によって生じるエネルギーにより電力を発生させ

る装置のこと。この反応により生じる物質は水(水蒸気)だけであり、クリーンで、高

い発電効率であるため、地球温暖化問題の解決策として期待されている。 

の 農業集落排水施設 
農村地域における農業用用排水の水質保全、農村生活環境の改善、公共用水

域の水質保全のため、集落から排出されるし尿や生活雑排水の汚水を浄化処理

する施設のこと。 

の ノニルフェノール 
界面活性剤であり、工業用の洗浄剤などに使用されている。平成13年に魚類へ

の環境ホルモン作用が明らかになり、魚類への予測無影響濃度※(0.608μg/

㍑)が示された。 

【は】 

は パークアンドライド 
最寄りの駅や停留所、目的地の手前まで自家用車で行って駐車し、そこから鉄

道やバスに乗り継ぐ移動方式。交通渋滞対策および環境汚染対策の一環として

推進されている。 

は ばい煙 

大気汚染防止法では、燃料その他の物の燃焼、又は熱源としての電気の使用に

伴って発生する硫黄酸化物及びばいじんや、物の燃焼、合成、分解その他の処

理に伴って発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるお

それのある物質を政令で定めるもの(有害物質)をいう。 

は バイオマス 
エネルギー源として活用が可能な木製品廃材やし尿などの有機物のこと。再生

可能エネルギーの一つ。発酵させ発生するメタンガスを燃料として利用することも

ある。 

は 
廃棄物の処理及び清掃に 

関する法律(廃棄物処理法) 

廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の

処理をすることを目的とした法律で、廃棄物処理施設の設置規制、廃棄物処理

業者に対する規制、廃棄物処理基準の策定等を内容とする。 

ひ 
微小粒子状物質 

(PM2.5: Particulate Matter 2.5) 

浮遊粒子状物質(SPM)の中でも，粒径2.5μm以下の小さなもののこと。粒径が

小さくなる事から肺の奥まで入りやすく健康への影響も大きくなり，発がん性も懸

念されている。 
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ひ ビスフェノールA 
ポリカーボネイト樹脂やエポキシ樹脂を製造する原料として使用されている。平成

16(2004)年に魚類への環境ホルモン作用が明らかになり、魚類への予測無影

響濃度※(24.7μg/㍑)が示された。 

ふ 富栄養化 
湖沼などの閉鎖性水域で、栄養塩(窒素、リン)の濃度が増加することで、藻類の

異常増殖をもたらし、アオコ、赤潮等の発生原因となる。生活排水等が原因で、

富栄養化が進むと魚類のへい死や飲用水の異臭味が発生する。 

ふ フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 
代表的な可塑剤として、壁紙、床材、各種フィルム、電線被膜等様々な形で使

用されている。 

ふ フタル酸ジ-n-ブチル 
主に塗料、顔料や接着剤の可塑剤であり、加工性や可塑化効率の向上のために

使用されている。 

ふ 
浮遊粒子状物質 
(SPM: 
Suspended Particulate Matter) 

浮遊粒子状物質。大気中に漂う粒径10μm(1 =0.001mm)以下の代表的な大

気汚染物質。物の破砕や選別，土砂の巻き上げ，燃料の燃焼過程などで発生

し，粒径により呼吸器系の各部位へ沈着し人体に影響を及ぼす。 

ふ ブルントラント委員会 

昭和59(1984)年国連に設置された「環境と開発に関する世界委員会」

（WCED=World Commission on Environment and Development）のことで、一般

に、委員長の名前をとってブルントラント委員会と呼ばれる。昭和62(1987)年まで

の約4年間で合計8回の会合が開かれ、その後にまとめられた報告書"Our 

Common Future"（邦題『地球の未来を守るために』）では、環境保全と開発の関

係について「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たすこ

と」という「持続可能な開発」の概念を打ち出した。 

ふ フロン類 

フッ素を含むハロゲン化炭化水素の総称。人工的に作られた蒸発しやすい液体、

あるいは気体状の化学物質である。毒性が低い、燃えない、油を溶かす等の性

質を持っているため、半導体など精密部品の洗浄剤、クーラーの冷媒などに広く

使われているが、オゾン層を破壊することで問題になっている。特に、一部のフロ

ンは特定物質に指定され、製造などが規制されている。また、最近では温室効果

ガスとしても問題になっている。 

へ ベンゼン 
合成樹脂等の原料として幅広く用いられており、また、ガソリン中にも含まれ、自動

車排出ガスからも検出される。IARC(国際がん研究機関)では、「人に対して発が

ん性が有る」物質としている。 

ほ 保安林 

水源の涵養、土砂の流出その他の災害や干害の防備、レクリエーションの場の提

供など特定の公共目的を達成するため、森林法に基づいて一定の制限(立木林

の伐採、土地の形質の変更などの制限、植林の義務)が課せられている特定の

森林。その指定の目的により17種類ある。 

ほ 放射性物質 
放射能を持つ物質の総称で、ウラン、プルトニウム、トリウムのような核燃料物質、

放射性元素もしくは放射性同位体、中性子を吸収又は核反応を起こして生成さ

れた放射化物質を指す。 

ほ 放射能 
原子核が崩壊して放射線を出す能力のこと。 放射能の単位はベクレル（記号 

Bq）であり、1Bqは1秒間に1個の原子核が崩壊すること。 

ほ 
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 

廃棄物 

ポリ塩化ビフェニル(PolyChlorinated Biphenyl)は、昭和4(1929)年に初めて工業

製品化されて以来、その安全性、耐熱性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感圧

紙等、様々な用途に用いられてきたが、環境中で難分解性であり、生物に蓄積し

やすくかつ慢性毒性がある物質であることが明らかになり、生産・使用の中止等の

行政指導を経て、昭和49(1974)年に化学物質審査規制法に基づき製造及び

輸入が原則禁止された。また、PCB廃棄物については、処理施設の整備が進ま

なかったことなどから事業者が長期保管し続けてきたが、平成13(2001)年にPCB

廃棄物処理特別措置法が施行され、処理体制の整備を図ったうえで平成

28(2016)年度までに処理を終えることとしている。  

【ま】 
ま マイバッグ 

小売店が渡すレジ袋を使わず、消費者が持参した袋やバッグを使用しようという

運動。一人ひとりが実行できる、もっとも身近な環境保全運動のひとつ。 
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み 緑の少年隊 

青少年が主体となって緑化に係る広範な活動を展開する団体。緑化を通じて次

代を担う青少年の育成を図るため、林野庁が主導し、都道府県、市町村等が活

動を援助している。活動分野は、(1)森林・林業や自然への理解を深める学習活

動、(2)緑の募金活動への協力など地域社会等への奉仕活動、(3)心身の健全

な発育を図るレクリエーション活動と多岐にわたる。 

も 木質バイオマス 

木材からなる生物資源量。樹木の伐採や造材時に発生した枝、葉などの林地残

材、製材工場などから発生する樹皮やのこ屑などのほか、住宅の解体材や街路

樹の剪定枝など。植物は温室効果ガスである二酸化炭素を吸収し成長するた

め、それを石炭、石油などの化石燃料の代替エネルギー源として用いれば、飛躍

的に二酸化炭素発生量を減らすことができる。最近では、木質バイオマスのエネ

ルギー源としての利用を促進するため、燃焼技術の開発、燃焼方法、ガス化など

の研究が進められている。 

も モニタリング調査 

監視・追跡のために行う観測や調査のこと。継続監視とも言われる。大気質や水

質の継続観測や植生の経年的調査などが代表例。気候変動などによる生物構

成種の推移、人間活動による生物への影響などを長期間にわたり調査すること

や、環境変化を受けやすい代表的な生物など特定の生物種(指標種)を、毎回同

じ調査手法で、長期にわたり調査して、その変化を把握するのもモニタリングの一

つである。 

【や】 

や 
やまなしエネルギー環境 

マネジメントシステム 

山梨県が一事業者として更なる削減に取り組むため構築した、環境負荷の低

減、地球温暖化の防止、エネルギーの合理的使用その他の環境保全に関する

職員の環境活動を推進することを目的として、独自の環境管理システム。 

や 山梨県環境保全審議会 
環境の保全、鳥獣の保護及び狩猟、温泉に関する事項について調査審議を行う

審議会。専門的な事項を審議するための部会として鳥獣部会、温泉部会、廃棄

物部会、地球温暖化対策部会を設置している(平成26(2014)年3月現在)。 

や 
山梨県ノーレジ袋推進連絡 

協議会 

レジ袋を削減するための方策やレジ袋削減についての意識啓発等を行うため、事

業者、消費者団体、行政等を構成メンバーとして平成19(2007)年8月31日設

立。「平成20(2008)年度容器包装3R推進環境大臣賞」の「地域の連携・協働部

門 奨励賞」を受賞。 

平成20(2008)年以降は、レジ袋削減を推進するために、「山梨県におけるマイバ

ッグ等の持参促進及びレジ袋削減に関する協定」を締結している。 

よ 容器包装リサイクル法 

容器包装ごみのリサイクルの促進を目的に、平成7(1995)年6月に制定された法

律(正式名称「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律」)。消費者に容器包装ごみの分別排出、市町村に分別収集、製造者に容器

包装ごみのリサイクルを義務付けている。平成12(2000)年度に全面改正されて

いる。 

【ら】 
ら 
ライフサイクルアセスメント 
(LCA: Life Cycle Assessment) 

製品やサービスの原材料採取から製造、流通、使用、廃棄に至るまでの製品の

一生涯(ライフサイクル)で、環境に与える影響を分析し総合評価する手法のこと。 

り リスクコミュニケーション 

行政、事業者、国民、NGO等の関係する全ての者が、化学物質による環境リスク

の程度、環境リスクに対する感じ方・考え方、化学物質対策などについて、情報を

共有しつつ、意見の交換を図り、相互の信頼を築くため、対話を進めていくこと。

環境リスクの削減を円滑に推進すると期待される。 

り リターナブル容器 再使用(リユース)のために、返却・回収ができる容器。 

れ レッドデータブック 

絶滅に類している動植物の種を記した資料集。IUCN(国際自然保護連合)がリスト

アップし、昭和41(1966)年から発行している。日本に関しては平成元(1989)年に

出版された。本県でも平成16(2004)年度、県内の野生動植物に関するレッドデ

ータブックを作成した。 


